
〔様式６〕 

【疾病・感染症対策課】 

管理番号：40827 

不利益処分の名称 援護の停止・廃止 

◎法令の定め 

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条に規定する援護に関する政令第 2条第 7項 

 

 

 

 

◎処分基準の内容 

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第１９条に規定する援護に関する政令第 2条第 7項 

 都道府県知事は、被援護者が援護を必要としなくなったときは、速やかに、援護の停止又は廃止を決定

し、書面をもって、これを被援護者に通知しなければならない。第十三項の規定により援護の停止又は廃

止をするときも、同様とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


